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総務委員会会議録 

 

令和８年２月２０日 金曜日 

  午前１１時００分開議 

  午前１１時３９分閉議（実時間３９分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１号・令和７年度八代市一般会計補

正予算・第１３号（関係分） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  木 村 博 幸 君 

副委員長  大 倉 裕 一 君 

委  員  金 子 昌 平 君 

委  員  た ー み ー 君 

委  員  西   和 明 君 

委  員  橋 本 貴 喜 君 

委  員  蓑 田 由 貴 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長       松 川 由 美 君 

  財務部次長     角 田 浩 二 君 

  財政課長      草 西 亮 介 君 

 総務企画部 

  企画政策課長    浅 川 公 利 君 

  地域政策課長    松 本   亨 君 

                              

○記録担当書記     右 田 理 絵 君 

 

（午前１１時００分 開会） 

○委員長（木村博幸君） それでは、定足数に

達しましたので、ただいまから総務委員会を開

会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１号・令和７年度八代市一般会計補正

予算・第１３号（関係分） 

○委員長（木村博幸君） それでは、予算議案

の審議に入ります。 

 議案第１号・令和７年度八代市一般会計補正

予算・第１３号中、当委員会関係分を議題とし、

歳入等及び歳出の第２款・総務費について、財

務部から説明願います。 

○財務部長（松川由美君） 皆様、こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財務部松川で

ございます。本日はよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日、総務委員会に付託されまし

た予算議案１件、議案第１号・令和７年度八代

市一般会計補正予算・第１３号関係分につきま

して、角田財務部次長及び浅川企画政策課長が

説明いたしますので、よろしくお願いします。 

○財務部次長（角田浩二君） 皆さん、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財務部

の角田でございます。よろしくお願いいたしま

す。それでは失礼をいたしまして、着座にて御

説明をさせていただきます。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○財務部次長（角田浩二君） それでは、議案

第１号・令和７年度八代市一般会計補正予算・

第１３号をお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の総額でござい

ますが、歳入歳出それぞれ１４億８６３０万円

を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ８

９１億４９３０万円としております。 

 また、第２条で繰越明許費の補正をお願いし

ておりますが、内容につきましては３ページを

お願いいたします。 

 まず、第２表、繰越明許費補正でございます。 

 款２・総務費の買い物支援事業者支援事業



 

－2－

（重点交付金）から、款６・商工費のＬＰガス

価格高騰対策支援事業（重点交付金）まで、全

て本予算成立後に着手いたしますが、年度内の

事業完了が困難となることから、繰越明許費を

設定するものでございます。 

 それでは、まず、歳入を御説明いたします。 

 ７ページをお願いいたします。 

 上段の表、款１５・国庫支出金、項２・国庫

補助金、目１・総務費国庫補助金、節１・総務

管理費補助金で、物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金で１４億３０３０万円を追加して

おります。これは、エネルギー食料品価格の物

価高騰の影響を受けた生活者や事業者支援のた

め、地域の実情に応じ、きめ細やかに必要な事

業を実施するための国庫支出金でございます。 

 下段の表、款１６・県支出金、項２・県補助

金、目５・商工費県補助金、節１・商工費補助

金では５６００万円を追加しております。これ

は、エネルギー価格高騰が継続していることか

ら、引き続き経済的負担を受けているＬＰガス

利用世帯の負担軽減を図るため、県ＬＰガス協

会を通じて当該価格高騰分の一部を補助するＬ

Ｐガス価格高騰対策支援事業（重点交付金）に

係る県支出金でございます。 

 以上が歳入の御説明となります。 

 続きまして、歳出のうち、総務費を御説明を

いたします。 

 ８ページをお願いいたします。 

 上段の表、款２・総務費、項１・総務管理

費、目５・企画費は、買い物支援事業者支援事

業（重点交付金）として１００万円を追加して

おります。これは、市内において買物が困難な

状況にある市民に移動販売を実施する事業者に

対し、安定的な事業運営が図られるよう、物価

高騰に伴う事業者の負担を軽減し、事業継続を

支援するものでございます。 

 次の目７・交通防犯対策費は、五家荘地域自

家用有償旅客支援事業（重点交付金）として６

６万３０００円を追加しております。これは、

五家荘地域の自家用有償旅客運送ごかぐるまの

運行に係る物価・エネルギー価格高騰に伴う人

件費上昇分の経費の補助を行うものでございま

す。 

 次の、路線バス乗車券デジタル化支援事業

（重点交付金）として６２０万８０００円を追

加しております。これは、物価高騰により運行

経費が増大している路線バスについて、乗車券

をデジタル化し、料金割引の補助を行うことで、

乗客の利便性向上や利用促進を図るものでござ

います。 

 次の目１３・物価高騰重点支援給付金事業は、

八代市物価高騰重点支援給付金事業（重点交付

金）として１３億３４９３万円を追加しており

ます。これは、食料品価格や光熱費等の物価高

騰に対する支援として、対象となる市民に対し、

１人当たり１万円の給付を支給する経費でござ

います。 

 以上で説明を終わります。 

 引き続き、八代市物価高騰重点支援給付金事

業につきまして、企画政策課浅川課長より御説

明をいたします。 

○企画政策課長（浅川公利君） 皆様、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）企画政

策課の浅川でございます。 

 八代市物価高騰重点支援給付金事業（重点交

付金）につきまして、御説明をさせていただき

ます。 

 別紙、総務委員会資料をお願いいたします。 

 事業の概要でございますが、本年１月１日を

基準日といたしまして、本市に住民登録のある

市民に対し、１人１万円を支給いたします。な

お、支給につきましては、原則として世帯主に

まとめて支給をいたします。 

 想定対象者につきましては、約１１万９００

０人、約５万９０００世帯でございます。 

 給付方法につきましては、２つの方法を想定
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しております。 

 まず、プッシュ通知型でございますが、これ

は本市が直近で実施をいたしました給付金事業

におきまして、口座を把握している対象者につ

いて、申請不要で支給する方法でございます。 

 次に、確認書型でございますが、これはプッ

シュ通知型以外の市民について、振り込み口座

確認書を送付し、紙での返送もしくはオンライ

ンでの回答を審査し、支給を行う方法でござい

ます。 

 委託業者選定でございますが、給付金を迅速

かつ的確に支給するため、支給業務を包括的に

業務委託することを想定しておりまして、高度

な実務能力が必要となりますことから、公募型

プロポーザル方式により選定することとしてお

ります。 

 今後の主なスケジュールでございますが、議

決をいただきました後、速やかに公募を開始し、

委託事業者選定後、３月末から４月上旬にかけ

契約を締結、業務に着手したいというふうに考

えております。 

 なお、初回の振込につきましては、プッシュ

通知型が７月上旬、確認書型が７月下旬を想定

しておりますが、少しでも前倒しできるよう、

鋭意進めてまいります。 

 説明は以上でございます。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（たーみー君） 最初の歳入のところで、

国庫支出金が１４億３０３０万円てなってるん

ですけど、さっき説明があったところで、実情

に応じてっていうふうにお聞きしたんですけど、

この１４億円のほう、配分の根拠というか、何

で１４億円なのかなと思いまして。 

○財政課長（草西亮介君） 皆さん、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財政課の

草西と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 今、委員お尋ねの１４億円の件でございます

けれども、こちらの臨時交付金のほうが、総額

で交付限度額としまして約１５億４１００万円

という額が来てございます。そのうち、今回先

議、今回の３月の定例会で提案させていただい

てますのが１４億円分と、残りは当初予算のほ

うで少し計上させていただいております。その

枠の中で、広く、その予算計上を検討するとい

う中で、できるだけ多くの、広くに、多くの方

々に支援ができるようにということで、この今

回の給付金というのを考えたところでございま

す。 

 それを１１万９０００人分ということで、そ

れを１万円というようなことから、そういった

額ということで事業を選定したというところで、

そのほかにいろいろな、今計上しております事

業を計上して、今回の額ということで計上させ

ていただいたところでございます。 

 以上でございますが、よろしかったでしょう

か。 

○委員（たーみー君） この１４億３０３０万

円の内訳というか、そこの部分じゃなくて、な

ぜその１４億３０３０万円が。（委員大倉裕一

君「八代市が１５億に配分された背景っていう

か、多分そういった意味じゃない」と呼ぶ）そ

うです。すいません。 

○委員長（木村博幸君） 手を挙げてください。 

○財政課長（草西亮介君） 大変失礼いたしま

した。 

 交付限度額の算定につきましては、市の人口

ですとか事業所数で計算式がございまして、そ

れが積み上がったものが１５億円というふうに

なってございます。 

 すみません、細かい数字が今、手元にござい

ませんので、申し訳ございません。 

 以上でございます。 
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○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（たーみー君） はい。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本貴喜君） 八代市物価高騰重点支

援給付金事業の件で、議決後にプロポーザル公

募を開始されて、契約締結３月末から４月上旬

で、初回振り込みが７月上旬、３か月を取って

あるのは何か理由があるんですか。 

○企画政策課長（浅川公利君） 今のお尋ねの

件でございますが、契約後ということで、その

後、例えばチラシ、お知らせをしたり、それか

ら契約相手方とのデータのやり取りでしたりと、

そこの準備の期間がこのくらい、過去の給付金

の支給状況を考えて、こういうところ、７月上

旬ぐらいかなというところで想定しているとこ

ろでございますが、先ほども申しましたように、

できるだけ速やかに支給ができるように、鋭意、

業者とも打合せをしながら進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（蓑田由貴君） 買い物支援事業者支援

事業のことなんですけれども、市内で移動販売

を実施する事業者に対してというところなんで

すけど、何か所かあるとは思うんですけど、こ

の１００万円を一つの、その何ですか事業所に

全て差し上げるのかとか、ちょっと具体的に教

えていただけたらなと思います。 

○地域政策課長（松本 亨君） 地域政策課の

松本でございます。よろしくお願いいたします。 

 今お尋ねの件でございますけれども、１か所

の事業者さんに補助するということではござい

ませんで、現在、今、八代市内で我々が把握し

ております事業者さんが８者ございます。その

８者の事業者さんに対して、例えば、週に坂本

に何回行ってるのか、東陽に何回行ってるのか、

泉に何回行ってるのか、ということで申請をし

ていただいて、泉であれば幾ら、東陽であれば

幾らという金額は設定してありますので、その

単価に対して何回行ったかということを掛け合

わせて、それぞれの業者さんに補助金を支給す

るという形になりますので。 

 その８者さんプラス今回は平野部で実施され

ている事業者さんも追加するということで考え

ておりますので、プラスアルファあるかもしれ

ませんけれども、全ての業者さんに補助をする

ということで考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（蓑田由貴君） はい。 

 この、その買い物支援事業者支援事業は、も

ともと補正っていうか、足りない、通常でも補

正されたりするんですけど、それとまたこの重

点交付金とのこの補正の仕方というか、そうい

う違いはあるんですか。 

○地域政策課長（松本 亨君） 特に当初予算

での要求との違いというのはございません。 

 今回も令和８年度当初予算に要求をするのか、

今回の重点交付金で要求するのかというところ

で検討しまして、こちらの重点交付金のほうで

要求したというところで、違いはございません。 

○委員（蓑田由貴君） はい、分かりました。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（たーみー君） 買い物支援事業者支援

事業で、実際にその買物支援、移動販売を利用

されてる方の数というか、実績ってどれぐらい

なんでしょうか。 

○地域政策課長（松本 亨君） 事業所の数は

把握をしておりますけれども、実際にどういう

方が何人ぐらい利用されているかという数字は、

我々のほうでは承知しておりません。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（たーみー君） はい。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（西 和明君） ＬＰガス価格高騰対策
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支援事業なんですけども、今、過去数回行われ

ていて大変ありがたい政策だと思うんですけど

も、ただ、今なかなかＬＰガスの。 

○委員長（木村博幸君） ＬＰガスは経済企業

委員会の管轄になります。 

○委員（西 和明君） ああ、そう。ちょっと。

（｢歳入に関することだったら大丈夫です」と

呼ぶ者あり）ああ、はい。（委員大倉裕一君

「歳入。歳入に関することであれば大丈夫です」

と呼ぶ）ああ、じゃあちょっと、本題と違いま

すね、はい。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（たーみー君） ３番の路線バス乗車券

デジタル化支援事業で、料金割引はどれぐらい

の料金割引なのか。また、そのデジタルチケッ

ト化っていうそもそものがどういうシステムで、

どういうやり方なのか教えてください。 

○地域政策課長（松本 亨君） まず、料金の

割引についてでございますけれども、今回割引

をしますのは市内の循環バスで使える回数券、

これが１つでございます。ともう一つが、市内

の路線バス全てで使えるフリー乗車券、この２

種類を想定をしております。 

 まず、回数券につきましては、現在１５枚つ

づりで１０００円で販売をしている乗車券があ

るんですけれども、これを、この期間中は、ま

ず紙で発行する分については１００円の乗車券

を１８枚つづりで１２００円と設定をしており

ます。これを２００円割り引いて、同じく、現

行と同じ１０００円で売るということで、１５

枚つづりのものが１８枚つづりになるけども料

金は同じですということで、１冊当たり２００

円の補助するということになります。 

 もう一つが、デジタルで発行する場合、デジ

タルで発行する場合は２１枚つづりの乗車回数

券を１４００円で販売するべきところを１００

０円で販売しますので、４００円の補助をする

と、ということになります。 

 続いて、フリー乗車券につきましては７００

０円で販売するところを、紙のフリー券の場合

は１０００円割り引いて６０００円で販売する

と。それから、デジタルで発行する場合は７０

００円のところを５０００円で販売するという

ことで、２０００円の補助をするということで

考えております。 

 続いて、システムといいますか、どんな使い

方をするのかということでございますけれども、

まず回数券につきましては、あるアプリを使っ

て購入をしていただくんですけれども、アプリ

内で回数券を購入すると、自分のスマホに回数

券が表示されるようになりますので、その回数

券をバスに乗るときに運転手さんに見せて、そ

こで１回使ったということでボタンを押せば、

回数券が１枚減っていくと、という形になりま

す。 

 フリー乗車券につきましては、定期券と同じ

ように、バスに乗るときに、車載の端末にＱＲ

コードを読み込むような形でピッとします。降

りるときも同じピッとしますということで、普

通の電子決裁のような形でフリー乗車券は使え

るということになります。 

 以上でございます。 

○委員（たーみー君） そのアプリっていうの

は何ていうアプリなんでしょうか。そして、あ

と、このフリー乗車券っていうのは１か月間と

か期間があるのか、どういったものなんでしょ

うか。 

○地域政策課長（松本 亨君） まず、想定し

ておりますアプリの名前につきましては、ＲＹ

ＤＥ ＰＡＳＳアプリというアプリになります。 

 これは既に九州産交さんとか、おれんじ鉄道

とか、全国のいろんな交通事業者が導入してい

るもので、今回八代市を走行する産交バスさん

は既に導入実績があるということで、こちらの

アプリを使うということになっております。 

 フリー乗車券につきましては、１か月券と３



 

－6－

か月券がありますので、どちらも購入ができる

ということになります。 

 以上でございます。 

○委員（たーみー君） その１か月券と３か月

券は、金額とか差はあるんですか。 

○地域政策課長（松本 亨君） 差はございま

せん。１か月券の掛ける３ということで、３か

月長く買えば安くなるということではございま

せん。単純に１か月分なのか３か月なのかとい

うことになります。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（たーみー君） はい。 

○委員長（木村博幸君） ほかにございません

か。 

○委員（蓑田由貴君） 今回のこの国庫支出金

で緊急で出ているので、全部繰越しになってる

んですけど、その繰越しの来年度っていうか、

いつぐらいになるのか教えていただきたいです。

全て買物とか、この全部繰越しになっているも

のですね。いつぐらいになるのか。 

○財政課長（草西亮介君） 今回全事業につき

ましては繰越しを来年度にいたしまして、精算

等も含めまして、来年、令和９年の１月末まで

に完了することとなっております。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（蓑田由貴君） ありがとうございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（たーみー君） ４番の八代市物価高騰

重点支援給付金事業で、事業の概要の米印、原

則として世帯主、まとめて支給するって書いて

あるんですけど、このまとめて以外っていうの

があるんでしょうか。 

○企画政策課長（浅川公利君） 同一世帯であ

れば、基本的に、原則世帯主に支給ということ

で、代理の方でも可ということで想定はしてお

ります。必ず世帯主というわけではなくて原則

世帯主ですけれども、代理の方、例えば世帯主

の配偶者だったり、そういった例もあるかと。

そこは特例といいますか、原則は世帯主という

ことで御理解いただければと思います。 

 あと、基本的には世帯ごとにという形になり

ますが、ちょっと特殊なケースもあるかなとい

うふうに想定してます。例えばＤＶだったり、

そういった特殊なケースですね、そういったケ

ースもあろうかと思いますので、そちらはまた

特別に対応していきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○委員（たーみー君） すいません、また八代

市物価高騰重点支援給付金事業で、今までＰａ

ｙＰａｙだったと思うんですけど、今回現金の

給付にした理由とかってあるんでしょうか。 

○財政課長（草西亮介君） 委員が今おっしゃ

られたとおり、以前はＰａｙＰａｙということ

でさせていただいておりましたけども、Ｐａｙ

Ｐａｙのほうが市内の方だけでなく市外の方も

使えるというのもありまして、また、少し経費

率も少し高いというところもございました。 

 そして、できるだけ広くということで考えた

のが今回の現金給付ということで、このＰａｙ

Ｐａｙを使われてない方にも行き渡るようにと

いうことの視点で、今回こういった現金給付と

いうものを考えたところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（たーみー君） はい。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 質問がそれぞれ出てお

りましたけれども、買い物支援事業者支援事業

（重点交付金）の中で、これまでは中山間地域

限定という条件付でサービスをやられてきたと

いうふうに認識をしてるんですが、今回の繰越

明許される事業の内容として、その条件が緩和

されたのか、やっぱりその縛りがあるのか、そ

の辺はどうお考えでしょうか。 
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○地域政策課長（松本 亨君） これまではお

っしゃるとおり中山間地域に限定しておりまし

たけれども、今回の重点交付金では、限定は行

いません。市内全域ということになります。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

 質問を変えますが、五家荘地域のごかぐるま

ですね、人件費の上昇分ということなんですけ

ども、令和８年度の４月から年度末３月までの

分を見込んだ人件費上昇分と理解していいのか、

この人件費上昇分には何名の方の何の人件費な

のか、そこをお聞かせください。 

○地域政策課長（松本 亨君） まず、ドライ

バー１名分の人件費ということで、１年間分の

人件費でございます。 

 今回、この上昇分と申しますのは令和４年度

の人件費と、それから現在の人件費の差を、上

昇アップ率を掛けまして算出をしております。 

 毎年毎年、人件費が年々増加をしております

ので、令和４年度と比較した上昇分を今回掲上

しているところでございます。 

○委員（大倉裕一君） よく分かりました。 

 すいません、路線バスに今度なりますが、こ

の割引のサービスっていうのは単年度で終わる

んですか。それとも毎年このような交付金があ

ればやるのか、市の自主財源で令和９年度もや

っていこうというような考えがあるのか。その

辺りはいかがでしょう。 

○地域政策課長（松本 亨君） このデジタル

チケットにつきましては、交付金終了後も続け

ていただくように事業者さんとのほうとは今調

整をしているところですので、デジタルチケッ

ト自体は続くことを想定しております。 

 ただし、割引分については今回重点交付金を

充てておりますので、事業終了後は割引につい

ては実施しないところでございます。 

 今回なぜこの割引をするかと申しますと、ま

ず１つは、当然、物価高騰で公共交通利用者の

負担を軽減するというのが１つございますけれ

ども、もう一つは、デジタル化することによっ

て事業者の生産性を上げて、事業者の負担を下

げていくということもございますので、今回の

交付金を活用して、まずはこのシステムの改修

などを行って、あとは事業者さんの努力で続け

ていっていただきたいという趣旨でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい、よく分かりまし

た。 

 最後に、物価高騰重点支援給付金ですけど、

これまでのサービスをいろいろと反省されて、

今回現金給付に、新たに、多分取組だろうとい

うふうには認識しとっとですけど、よく決断さ

れたなというふうには思っておりますが、が、

がなんですよ。 

 プロポーザル方式で何かされるっていう話で

すよね。そのプロポーザル方式、委託、委託か

な、に委託費用って幾らかかるんですか。幾ら

見込んでいらっしゃるんですか。 

○企画政策課長（浅川公利君） 今回予算要求

の段階では１億１５００万円余ということで要

求をさせていただいておりますが、今後プロポ

ーザルを実施する中で、価格のほうは、恐らく

下がるのではないかなというふうには見込んで

おります。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） 職員さんたちが業務多

忙な中に、こういった国の制度によって、何て

言うかな、仕事が増えていくっていうのは、や

っぱり大変なところがあるだろうなというふう

には思うところはあります。ですが、今回の現

金給付って一番簡素で、市民にとって給付率が

高い内容になってると思うんですよ。職員さん

にも優しい仕事のメニューだろうと思うんです

が、１億１５００万円もかけて公募型で委託を

するというところに、何となくまだ引っかかり
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があるんですよね。高度な実務能力とかって表

現されてるんですけど、どんな高度な実務能力

が必要になるんでしょうか。 

○企画政策課長（浅川公利君） 業務は多岐に

わたるかと思いますが、特にシステム関係です

ね。この支給をするに当たって、その会社独自

のそういったシステム構築だったり、もう新た

に、新たにといいますか、既にシステムを持っ

てらっしゃるところもあるかと思いますが、そ

ういった部分が市のデータとの連携だったり、

そういったところがございますので、そういっ

た部分の、特にそのシステム分野での高度なと

いうところで、今回委託に当たっては、受託能

力があるかということであろうかと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） やっぱり現金給付にし

ても、例えば前回のＰａｙＰａｙとかっていう

のにしても、１回システムを組むわけですかね、

組んで対応していかないと、やっぱ漏れたりと

かいろいろそういったのがあるということです

か。 

○企画政策課長（浅川公利君） これまでのＰ

ａｙＰａｙ、キャッシュレスだったり、そうい

った今回の現金給付、過去の現金給付もなんで

すが、市のほうでシステムを組むというわけで

はございませんで、過去に全て委託業者のほう

でシステムのほうを組んでいただいているとい

うところでございます。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） すいません、しつこく

って。高度な実務っていうのは、じゃあ、どう

いったところが高度な実務ですか。 

○企画政策課長（浅川公利君） 今回プロポー

ザルということで、委員のほうから、高度なと

いう実務の部分をということでお尋ねでござい

ますが、もともとこういった業務自体が入札自

体に適さないというふうに考えておりまして、

そういった中で過去の経験だったり、高度なと

いうのはそういった部分、それから、進めてい

く中で提案を受ける中で、そういったより短縮

もしくは効率的な方法をしているかというそこ

の部分を図る意味でも、今回プロポーザルとい

うことで考えておりますが、そこが高度なとい

うところで判断できればなというふうには考え

ております。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○財務部長（松川由美君） ちょっと補足説明

をさせていただきたいと思います。 

 先ほど来から経費が１億１５００万円という

ことで、１億円以上かかるということで、かか

るなっていうふうな印象を皆さんお受けになら

れるかと思いますけれども、これまでうちのほ

うで実施しておりましたＰａｙＰａｙとかのキ

ャッシュレスポイントの場合の経費とかは１

７％ぐらいしておりました。お米券とかだった

ら２割ぐらい、２０％ぐらいあるというふうな

情報がニュースとかでも流れていたかと思いま

す。 

 今回１億幾らということで現金給付の場合は

今１２％ぐらいで見積りいただいてまして、１

２％ぐらいの経費で収まっているというような

状況ですので、じゃあ、これでいこうかという

ようなところでいたしたところです。 

 加えて他市の状況見ますと、熊本市さんあた

りでいくと、非課税世帯のほうに１世帯１万円

とかっていうのでされてるんですけれど、経費

率は２８.９％とか、他市の状況でも２割、２

０％を超えてるような状況ですので、うちとし

ては業者さんのほうにも頑張っていただけるの

かなというふうには思っているところでござい

ます。 

 以上です。 
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○委員長（木村博幸君） 今のでよろしいです

か。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。あり

ませんか。 

○委員（金子昌平君） 路線バス乗車券デジタ

ル化支援事業の中で、乗車される方で高齢者の

方が多いような気がしますので、デジタル化を

進めていくならば、優しい御案内といいますか、

その点をよろしくお願いしておきます。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１号・令和７年度八代市一般会計補正

予算・第１３号中、当委員会関係分については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（木村博幸君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議はございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって総務委員会を散会いたします。 

（午前１１時３９分 閉会） 
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